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☆指導の目的

介護サービスの
質の確保・向上

保険給付の適正化＋
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☆指導の形態

集団指導 運営指導

・指定事務の制度説明

・改正介護保険法の趣旨・目的の周知及び

理解の促進

・介護報酬請求に係る過誤・不正防止

・介護サービスの実施状況指導

・最低基準等運営体制指導

・報酬請求指導
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☆標準確認項目とは
訪問介護サービスの場合

✓ 個別サービスの質に関する事項 ７項目

✓ 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 １４項目
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☆運営指導で確認されない項目
設備基準や運営基準など ２０項目
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確認しない ＝ 遵守しなくてよい

ではない



☆基本方針
（条例第４条）

指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」とい

う。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわ

たる援助を行うものでなければならない。
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☆設備及び備品等
（条例第７条）

１ 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専

用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。

2 指定訪問介護事業者が第5条第2項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める

当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。
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☆提供拒否の禁止
（条例第９条）

指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んで

はならない。
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☆サービス提供困難時の対応
（条例第１０条）

指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施

地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同

じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供する

ことが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援

事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当

な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じ

なければならない。
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☆要介護認定の申請に係る援助
（条例第１２条）

１ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護

認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行

われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用

申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行わなければならない。
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☆要介護認定の申請に係る援助
2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含

む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要

介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を

行わなければならない。
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☆法定代理受領サービスの提供を受け
るための援助

（条例第１５条）

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介

護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条各号のいずれにも該当しな

いときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居

宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定

訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明す

ること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受

領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
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☆居宅サービス計画の変更の援助
（条例第１７条）

指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する

場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な

援助を行わなければならない。
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☆身分を証する書類の携行
（条例第１８条）

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、

初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示

すべき旨を指導しなければならない。
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☆保険給付の請求のための証明書の交付

（条例第２１条）

指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を

利用者に対して交付しなければならない。
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☆指定訪問介護の基本的取り扱い方針

（条例第２２条）

１ 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、前項に定めるもののほか、定期的に外部の者

による評価を受けて、それらの結果を公表するよう努めなければならない。
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☆同居家族に対するサービス提供の禁止

（条例第２５条）

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用

者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
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☆利用者に関する市町村への通知

（条例第２６条）

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

19



☆管理者及びサービス提供責任者の責務

（条例第２８条）

１ 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者

及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者に

この章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
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☆管理者及びサービス提供責任者の責務

3 サービス提供責任者は、第24条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うもの

とする。

(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服

薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の

提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
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☆管理者及びサービス提供責任者の責務

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、

具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝

達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
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☆介護等の総合的な提供

（条例第３０条）

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入

浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条に

おいて「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等の

うち特定の援助に偏することがあってはならない。
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☆掲示
（条例第３３条）

１ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え

付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による

掲示に代えることができる。

3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。（R6年追加）

24



☆不当な働きかけの禁止

（条例第３５条の２）

指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指

定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準条例第5条第1項に規定す

る指定居宅介護支援事業所をいう。第147条第2項において同じ。)の介

護支援専門員又は居宅要介護被保険者に対して、利用者に必要のない

サービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行って

はならない。
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☆居宅介護支援事業者に対する利益供
与の禁止

（条例第３６条）

指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
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☆市町村が実施する事業への協力等

（条例第３８条）

１ 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指

定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が

相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。
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☆市町村が実施する事業への協力等

（条例第３８条）

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該

建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよ

う努めなければならない。
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☆会計の区分

（条例第４０条）

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分すると

ともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなけ

ればならない。
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☆記録の整備

（条例第４１条）

１ 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。
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☆記録の整備
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる

記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問介護計画

(2) 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第26条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第37条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第39条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
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◎根拠条文
「条例」…

鳥取市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 （平成29年12月22日 鳥取市条例第51号）
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ご清聴ありがとうございました
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